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消費税転嫁対策セミナー

アイジータックス税理士法人
岩永事務所 消費税転嫁対策相談担当

公認会計士 林田真知子

はじめに

•消費税率アップの影響

•国としての対策

•今回のセミナーのポイント
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消費税が段階的に上がります
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今回のセミナーの内容

1. 転嫁拒否等の行為の是正
～「消費税分はおまけしてよ」といった要求は禁止されます。

2. 転嫁を阻害する表示の是正
～「消費税は当店が負担します」といった表示は禁止されます。

3. 総額表示の特例
～値札を貼り替えなくてもいい場合があります。

4. 転嫁カルテル・表示カルテル
～表示方法を業界団体で話し合って決めることができます。

１．転嫁拒否等の行為の是正

①減額

②買いたたき

③商品購入、役務利用、利益提供の要請

④本体価格での交渉の拒否

⑤報復行為

（問い合わせ先）

公正取引委員会取引企画課03-3581-5471
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①減額
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②買いたたき

③商品購入、役務利用、利益提供の要請



2014/2/７

6

④本体価格での交渉の拒否

⑤報復行為
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すべての事業者が対象です

２．転嫁を阻害する表示の是正

①

②

③

①
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②

③
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３．総額表示の特例
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な
る
ほ
ど

別
で
税
が
つ
く
の
ね

当店の価格はす当店の価格はす
べて税抜きとべて税抜きと
なっておりますなっております
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旧税率（5％）に基づく税込価
格を表示している商品について
は、レジにてあらためて新税率
（8％）に基づき清算させていた
だきます。

既に新税率（8％）に基づく
税込価格を表示している商
品については、３月３１日ま
ではレジにて5％の税率によ
り清算させて頂きます。
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4. 転嫁カルテル・表示カルテル
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転嫁カルテル

表示カルテル
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アンケート
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お問い合わせ窓口

当事務所連絡先

〒850-0035

長崎市元船町14-10 橋本商会ビル4F
TEL 095-826-1311 FAX 095-826-3225

URL http://www.ig-mas.gr.jp

岩永事務所 消費税転嫁対策相談担当

公認会計士 林田真知子


